
「就労」から「妊娠・出産」となる場合

✓

✓

認定事由が「妊娠・出産」とな
る場合、時間区分の変更は「標
準時間」利用となります。

ただし、保護者が希望する場合
は「短時間」利用も可能です。

標準時間利用が可能です。
(既に標準時間利用の場合は記入不要です。)
希望する場合は「短時間」利用も可能です。


